
No. 推奨事業メニュー 交付対象事業の名称

事業の概要
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

事業始期 事業終期

1
③消費下支え等を
通じた生活者支援

LPガス料金負担軽減支援事業（R6補
正分）

①国の総合経済対策において激変緩和措置の対象となっ
ていないLPガスを利用する県内の一般消費者等を支援
し、エネルギー価格高騰に伴う負担の軽減を図る。
②支援金原資、事務費
③支援金： 696,000千円（29万件×単価400円×６か月分）
　事務費： 66,456千円（補助事業者事務費10,998千円＋間
接補助事業者事務費55,458千円）
④県内でLPガスを利用する一般消費者等

R7.4 R7.8

2
⑦中小企業等に対
するエネルギー価格
高騰対策支援

物価高騰対応 特別高圧電力料金負
担軽減支援事業（R6補正分）

①国の総合経済対策において激変緩和措置の対象となっていない特別高圧電力を利用
する県内の中小企業等を支援し、エネルギー価格高騰に伴う負担の軽減を図る。
②支援金原資、事務局運営委託料
③委託料：14,279千円（R6年度11月補正予算計上→R7年度全額繰越）、 支援金：
210,490千円（R6年度11月補正予算計上→R7年度全額繰越）
　【積算…第1期（R5.8~10月分、R6.1~3月分）実績等をもとに積算】
　1か月あたりの申請者数×平均電力使用量×単価＝支援金額
　（直接受電）8月：27者×882,759（ｋWh/月）×2.0円＝47,669千円
                          9月：27者×957,773（ｋWh/月）×2.0円 ＝51,720千円
                          10月：27者×911,189（ｋWh/月）×1.3円＝31,983千円
　　　　　　　1月：27者×752,741（ｋWh/月）×1.3円＝26,421千円
　　　　　　　2月：27者×818,380（ｋWh/月）×1.3円＝28,725千円
　　　　　　　3月：27者×870,501（ｋWh/月）×0.7円＝16,453千円
　　　　　　　　　　　　　合計　　　　　　　　　　　　   202,971千円
　（間接受電）8月：157者×6,175（ｋWh/月）×2.0円＝1,939千円
　　　　　　　9月：157者×5,783（ｋWh/月）×2.0円＝1,816千円
　　　　　　　10月：157者×5,155（ｋWh/月）×1.3円＝1,052千円
　　　　　　　1月：157者×5,410（ｋWh/月）×1.3円＝1,104千円
　　　　　　　2月：157者×5,149（ｋWh/月）×1.3円＝1,051千円
                          3月：157者×5,063（ｋWh/月）×0.7円＝557千円
　　　　　　　　　　　　　合計　　　　　　　　　　　　        7,519千円
④県内で特別高圧電力を使用する中小企業・小規模事業者
※特別高圧電力を一括受電している施設に入居するテナント（中小企業）も対象に含む。

R7.4 R7.6

3
⑦中小企業等に対
するエネルギー価格
高騰対策支援

物価高騰対応 中小企業振興資金保
証料軽減補助事業

①R6.4～R7.3に融資実行された物価高騰関連資金（政策
推進資金（がんばる企業応援枠）および短期事業資金（原
油価格・物価高騰対応枠））について、保証料軽減補助を
行うことで、中小企業者等の借入時の負担軽減を図る。
②信用保証料軽減補助金
③R6.4～R7.3に融資実行された物価高騰関連資金（政策
推進資金（がんばる企業応援枠）および短期事業資金（原
油価格・物価高騰対応枠）)にかかる保証料：3,112千円
④滋賀県信用保証協会

R7.4 R7.5

4

②エネルギー・食料
品価格等の物価高
騰に伴う子育て世帯
支援

物価高騰による学校給食支援事業

①物価高騰に直面する給食費の値上げを抑制し、保護者
負担増を伴うことなく、栄養バランスや量を保った学校給食
を維持するための経費を支援する。
②物価高騰等による給食費値上分（教職員は除く）
③食品価格動向調査から月950円または一日56円を限度
とする。
　特別支援学校等：12校、対象生徒数見込み：1,115人、対
象期間：11か月分（８月を除く）の総計6,697,625円（≒6,698
千円）
④保護者

R7.4 R8.3

5

②エネルギー・食料
品価格等の物価高
騰に伴う子育て世帯
支援

子ども食堂等における物価高騰対策
支援事業

①長引く物価高騰が家計に厳しい影響を与え、子どもたち
が季節の行事等を体験する機会が減る中、子どもの大切
な居場所である子ども食堂等において、催しなどを提供
し、子どもや子育て世帯を支援することにより、家計への
負担なく、子どもたちの健全な育成を図る。
②子ども食堂等の実施団体が開催する特別の催しに要す
る経費。
③補助金120千円×100団体＝12,000千円
　　　　　　　60千円× 60団体＝3,600千円
　　事務費2,572千円×1式＝2,572千円
④社会福祉法人滋賀県社会福祉協議会（子ども食堂等へ
の間接補助）

R7.4 R8.3

6

②エネルギー・食料
品価格等の物価高
騰に伴う子育て世帯
支援

滋賀県私立学校給食費物価高騰対
策支援補助金

①コロナ禍から続く物価高騰等の影響が生じる中、栄養バ
ランスや量を保った学校給食を維持できるよう、私立学校
の学校給食費の値上げ相当額に対して助成し、保護者負
担の軽減を図る。
②私立学校等が行う学校給食費の値上げ相当額（※教職
員の給食費は含まない）
③１食当たりの補助上限56円として、計７校（園）の所要見
込6,468千円。
④私立学校等を設置する学校法人等（ただし給食を実施
する学校法人等に限る）

R7.4 R8.3
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7

②エネルギー・食料
品価格等の物価高
騰に伴う子育て世帯
支援

食料品価格高騰対策事業
（保育所等）

①物価高騰に伴い、食糧費負担が増えた保育所等を運営
する事業者に対し補助等を実施した市町を支援する。
②県内の民間保育所等の給食費の物価高騰分に係る費
用
③値上げ幅　1,423円×12カ月×利用児童数28,701人≒
490,098千円（影響額）
※調整額　12,124千円
490,098千円（影響額）ー12,124千円（調整額）＝477,974千
円
477,974千円×補助率1/2＝238,987千円
④県内の保育所等のうち、給食を提供している事業者等
へ支援している市町（教職員の給食費は含まない）

R7.4 R8.3

8

②エネルギー・食料
品価格等の物価高
騰に伴う子育て世帯
支援

食料品価格高騰対策事業（放課後児
童クラブ）

①物価高騰に伴い、おやつ代が増えた放課後児童クラブ
を運営する事業者または市町に対して支援を行うことによ
り、保護者負担への転嫁を防ぐとともに、事業者等の費用
負担を軽減する。
②県内の放課後児童クラブのおやつ代の物価高騰分に係
る費用
③値上げ幅　521円×12カ月×利用児童数22,949人×補
助率1/2≒71,739千円
④県内の放課後児童クラブのうち、おやつを提供している
事業者等へ支援している市町

R7.4 R8.3

9

②エネルギー・食料
品価格等の物価高
騰に伴う子育て世帯
支援

食料品価格高騰対策事業（認可外保
育施設）

①食料品価格高騰に伴い、食糧費負担が増えた認可外保
育施設を運営する事業者に対し支援金を支給する。
②認可外保育施設の給食費の物価高騰分に係る費用
③値上げ幅　1,423円×12カ月×利用児童数932人×補助
率1/2≒7,958千円
④県内の認可外保育施設のうち、自園調理等により食事
を提供している施設を利用する児童の保護者（教職員の
給食費は含まない）

R7.4 R8.3

10

②エネルギー・食料
品価格等の物価高
騰に伴う子育て世帯
支援

ひとり親家庭における物価高騰対策
支援事業

①物価高騰の影響を受けている低所得のひとり親世帯へ
の支援として、子どもへの食糧支援を行う。（児童扶養手
当を受給している県内約8,500世帯が対象）
②需用費、役務費、委託料、負担金補助及び交付金、人
件費（会計年度任用職員）
③需用費：140千円、役務費：880千円、委託料：40,495千
円、負担金補助及び交付金：1,070千円、人件費：1,815千
円
④県内の児童扶養手当受給者（約8,500世帯、児童約
12,500名）

R7.4 R8.3

11
⑥農林水産業にお
ける物価高騰対策
支援

近江の茶流通消費支援事業

①物価高騰とリーフ茶の需要減少により経営の厳しい茶
農家の経営安定を図るため、お茶を飲む機会の少ない小
中学生とその家族にお茶を配布し「近江の茶」の良さを
知ってもうことで、今後の購買行動につなげ消費拡大を図
る。
②（一社）滋賀県茶業会議所が県内小中学生約119,000人
に「近江の茶」のティーバッグを配布するために要する経
費を支援
③補助金33,760千円
原材料費 13,560,050円(2,279円×5,950kg)
茶葉加工費 357,000円(60円×5,950kg)
ティーバッグ加工費 10,710,000円(9円×1,190,000バッグ）
窒素充てん袋詰め 1,190,000円(10円×119,000袋)
リーフレット印刷製本費　3,570,000円(30円×119,000冊)
事務費 208,000円(1,300円×8h×20日)
消耗品費 2,380,000円(20円×119,000袋)
通信・運搬費 1,785,000円(3,000円×595箱)
④（一社）滋賀県茶業会議所、県内茶生産者、県内小中学
生等

R7.5 R8.3

12
⑥農林水産業にお
ける物価高騰対策
支援

滋賀食肉センター原油価格高騰緊急
支援事業

①燃油代等の高騰により経営に大きな影響を受けている
滋賀食肉センターにおける電気代および灯油代の増嵩分
に対して緊急的に支援する。
②滋賀食肉センターでと畜業務を行うために必要な電気
代および灯油代に係る増嵩分
③電気代
　基本料金差額　　  　7,753千円
　電力料金単価差額　6,908千円
　　　（単価差額3.885円/kwh×使用電力量1,778,000kwh）
　　　　　　　　 　小計　14,661千円
　灯油代　　　　　　　　 4,092千円
　　　（単価差額32.48円/ℓ×使用量126,000ℓ）
　　　　　　　　　 合計　18,753千円
④（公財）滋賀食肉公社

R7.4 R8.3
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⑥農林水産業にお
ける物価高騰対策
支援

近江牛学校給食等提供事業

①物価高騰、飼料価格、燃料価格の高止まりにより、畜産
物の生産コストが増え、畜産農家における経営が圧迫され
ている中、緊急的に近江牛の需要を喚起し、消費の拡大
を図ることで、本県畜産農家の経営の継続に資するよう、
県内の学校給食等への近江牛の提供を支援するとともに
近江牛のＰＲを実施する。
②県内の学校給食実施校等に近江牛を食材として提供す
る事業者に対する支援および近江牛の消費拡大に向けた
ＰＲ
③近江牛学校給食等提供事業補助金
  食材費：（近江牛）16,100kg×1,000円/100g=161,000千円
　近江牛ＰＲ物品作成経費：2,000千円
　人件費（会計年度任用職員(週2日15.5h）　2,042千円×1
人＝2,042千円
④近江牛学校給食等提供事業補助金：県内事業者

R7.5 R8.3

14
⑥農林水産業にお
ける物価高騰対策
支援

近江牛インバウンド消費拡大推進事
業

①物価高騰等による牛肉消費の低迷や、枝肉価格の軟調
な推移により影響を受ける近江牛生産者および近江牛流
通事業者の経営継続に資するよう、県外および国外にお
ける近江牛のファン拡大と需要喚起を図ることを目的とし
て、京阪神エリアの訪日客利用の多いホテル・飲食店等の
関係者（料理長、シェフ、ホテル経営者、ホテル企画部門
担当者等）と県内の近江牛生産者・流通事業者との継続
的な関係構築を図り、近江牛の魅力を発信するプロモー
ション活動を実施する。
②委託料
③企画立案：2,468千円、イベント開催：1,561千円×3回＝
4,683千円、PR資材作成：4,337千円（取材経費、PR資材作
成10,000部　等）、プロモーション活動：1,068千円×3回＝
3,204千円、webプロモーション経費600千円、諸経費3,298
千円
④民間事業者（公募により決定）

R7.6 R8.3

15
⑥農林水産業にお
ける物価高騰対策
支援

畜産経営緊急支援事業

①飼料価格高騰等により生産費が増加し、影響を大きく受
けている酪農家、繁殖農家に対して支援金を交付すること
により、畜産経営の維持および畜産生産基盤の維持を図
る。
②酪農家については生産費が収益を上回った分の差額
1/2、繁殖農家については生産費の増加分の1/2。
③酪農家：定額18,000円/頭、繁殖農家：定額21,000円
④酪農家、繁殖農家

R7.6 R8.3

16
⑥農林水産業にお
ける物価高騰対策
支援

肉用牛肥育経営安定緊急対策事業

①枝肉価格の軟調な推移、飼料価格の高騰などにより、
厳しい状況が続く肥育農家に対して支援金を交付すること
により。、畜産経営の維持および畜産生産基盤の維持を
図る。
②肉用牛肥育経営安定交付金制度において、標準的販売
価格が標準的生産費を下回った場合に、差額の９割が補
てんされる肥育経営安定交付金に対し、残りの１割の1/2。
③対象頭数：9,824頭、補助金平均単価：6,769円
④肥育農家

R7.6 R8.3

17
⑥農林水産業にお
ける物価高騰対策
支援

畜産経営の生産性向上緊急支援事
業

①生産コストの高騰が長期化していることから、持続可能
な畜産経営のため、生産性向上や生産コストの低減によ
る経営強化・改善等の取組に係る経費を支援。
②エネルギー価格高騰対策、家畜の快適性や繁殖成績向
上等に必要な機器の整備や施設の補改修、飼料費の低コ
スト化や飼料自給率向上に対する取組、事務推進費
③補助金　190,000千円（95戸×2,000千円）
　事務費　　　1,000千円（10団体×100千円）
　人件費（会計年度任用職員(週2日15.5h）　2,042千円×1
人＝2,042千円
④畜産事業者

R7.4 R8.3

18
⑥農林水産業にお
ける物価高騰対策
支援

水産業養殖用配合飼料価格高騰緊
急対策事業

①今後も影響が続くと見込まれる急激な養殖用配合飼料
価格の高騰を踏まえ、「漁業経営セーフティーネット構築事
業」への積立に対し補助を行うことで、養殖用配合飼料の
高騰の影響による積立取崩しへの影響を緩和し、種苗の
買い入れ控えや生産縮小を防ぎ、また、次年度以降に備
えた積立を促し、将来にもつながる養殖経営の安定化を図
る。
②補助金
③過去四半期における平均補填単価と過去三年間におけ
る餌購入量実績最大量（778.46トン）から産出される積立
金取崩試算額（29,644,362円）から生産コスト削減などの事
業者努力（10%減）を除いた額の1/2に事務費（125,000円）
を加えた金額（13,464,963円≒13,400,000円）
④滋賀県漁業協同組合連合会を通してセーフティーネット
加入養殖業者へ交付

R7.4 R8.3
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⑥農林水産業にお
ける物価高騰対策
支援

湖魚食材物価高騰緊急対策事業

①物価高騰の影響を受けている湖魚食材を学校給食現場や大
学・企業の食堂等に提供することにより、児童や食堂等利用者に
湖魚を食べる機会を提供すると同時に、関係事業者の収益確保と
生産・供給体制の維持を図る。
②補助金（湖魚食材購入費用の半額補助）、委託料
③
【補助】県内給食提供予定数のべ118,751食(R7学校給食予定者
数)
食材費130円/食×118,751食×1/2≒7,700千円(A)
【委託】県内大学・民間企業の食堂等利用者のべ7,000人（大学、
企業等の食堂利用者数と湖魚メニュー提供率等から想定される
人数)
人件費2,789千円＋食材費3,420千円＋広告費等374千円＋諸経
費等1,744千円≒8,300千円(B)
※食材費(370円/食＋諸経費110円/食)×7,000人＋サンプル60
千円=3,420千円
　(A＋B)=16,000千円
④(補助)食材納品事業者を通して市町の給食センター等に食材を
提供、(委託)委託事業者を通じて大学・企業の食堂等へ食材を提
供

R7.4 R8.3
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⑥農林水産業にお
ける物価高騰対策
支援

原油価格・物価高騰等対策土地改良
区等緊急支援事業

①原油高騰に伴い農事電力が大幅に増額し、農業用水を
供給するための費用が大幅に増額していることから、農家
負担の軽減を図る支援を行う。
②農業水利施設の電力料金（値上げ分）
③電気料金値上影響額×2/3
    (R7～R3電気代値上げ単価）×R7想定使用料×2/3
    特別高圧（4.85～3.37）円/ kwh× 9,500,000kwh×2/3＝
26百万円
    高圧       (3.42～4.92）円/ kwh× 8,450,000kwh×2/3＝
23.5百万円
    低圧       (2.14～3.71）円/ kwh× 2,050,000kwh×2/3＝
4百万円
④土地改良区等

R7.4 R8.3
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⑦中小企業等に対
するエネルギー価格
高騰対策支援

物価高騰対応 滋賀県未来投資支援
事業

①物価高騰等の影響を受ける県内中小企業等が行う未来
を見据えた意欲的な取組を支援することで、賃上げの原資
となる付加価値額を増加させ、構造的な賃上げにつなげ
る。
②補助金（中小企業等への補助金原資および執行団体事
務費）
③中小企業等への補助金：平均補助額57.7万円×2,692件
＝15.54億円
　 執行団体事務費：1.52億円
④県内中小企業等

R7.4 R8.3
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⑦中小企業等に対
するエネルギー価格
高騰対策支援

物価高騰対応 中小企業等への支援
による地域経済活性化事業

①物価高騰対策として県内中小企業、小規模事業者の実
情を熟知する商工団体等が、適切な価格転嫁に向けた取
組や物価高騰により落ち込んだ消費や販路を回復させる
ためのイベント開催等、地域の事業者を応援するために行
う様々な取組に要する経費を補助することにより、県内事
業者および地域経済の活性化を促進する。
②補助金
③補助金（各商工会議所７：15,000千円×１団体、各7,500
千円×6団体
商工会連合会：70,500千円（事務費込）
中小企業中央会：27,000千円（事務費込）
合計：157,500千円）
④商工会連合会（商工会含む）、商工会議所、中小企業団
体中央会

R7.4 R8.2
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⑦中小企業等に対
するエネルギー価格
高騰対策支援

物価高騰対応 地場産業生産性向
上・新事業創出支援事業

①県内地場産業は、原油価格および物価の高騰の影響に
より、設備稼働のための燃料費、および製品原材料価格
の上昇が生じているにもかかわらず価格転嫁が進まず収
益が減少していることから、経営基盤の強化への支援を求
められている。そこで本事業では県内の地域経済を支える
地場産業の経営改善と事業の継続を目的に、新商品の開
発に加え、生産性向上、環境負荷低減といった目的で実
施する設備・道具、ソフトおよび施設の整備の他、モノづく
り体験事業等に必要な費用の一部を補助することで、県内
の地域経済を支える地場産業の経営改善と事業の継続を
図る。
②補助金（機械装置・工具器具およびソフト購入費、運搬
費、設置費、工事費、施設費等)
③補助金申請額　5,000千円×6件＝30,000千円
　　　　　　　　　　　3,000千円×2件＝6,000千円
　　　　　　　　　　　500千円×8件＝4,000千円　　合計
40,000千円
④県内の地場産業組合、地場産業事業者および伝統的
工芸品製造事業者

R7.5 R8.3
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⑦中小企業等に対
するエネルギー価格
高騰対策支援

中小企業等賃上げ・人材確保環境整
備応援事業

①物価高騰に負けない持続的な賃上げを推進し、中小企
業の経営改善や労働者の所得向上を図るため、計画的な
方針のもと賃上げ・人材確保に向けた就業規則等の見直
しを実施する県内中小企業を支援する。
②補助金、人件費（会計年度任用職員）、需用費、報償
費、費用弁償
③補助金　150千円×2/3×200件＝20,000千円
人件費（会計年度任用職員(週4日31h）　3,923.5千円×2人
＝7,847千円
需用費　リーフレット作成　　@20円×3,000枚×3回＝180
千円
社会保険労務士（アドバイザー）
報償費　　@16,500円×50回＝825千円
費用弁償　 @1,600円×50回＝ 80千円
④補助事業者：物価高騰の中、計画的に賃上げや人材確
保に向けた環境整備を実施する県内中小企業者等

R7.4 R8.3
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⑧地域公共交通・物
流や地域観光業等
に対する支援

物価高騰対応 持続可能な物流支援
事業(物流事業者経営改善支援金、
物流事業者人材確保支援補助金、広
報啓発事業）

①物価高騰等への対応が求められる運送事業者の物流
の効率化や人材確保等の支援を行うことで、持続的に物
流を確保する。
②ア）啓発事業(委託費) イ）補助金（２件）
③ア）テレビ広告2,282,500+ラジオ広告781,000円
         +インターネット広告396,000円　≒3,460,000円
　 イ）価格交渉支援
　　　　交渉経費15,000円×1,670回≒25,000,000円
　　　　＋事務経費3,582,000円＝28,582,000円
　 イ）人材確保支援
　　　　求人費用150,000円×50者+求人費用250,000×10
者＝10,000,000円
④ア）県直営、イ）物流（運送）事業者

R7.4 R8.3
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⑧地域公共交通・物
流や地域観光業等
に対する支援

物価高騰対応 魅力ある観光まちづく
り活性化事業

①県内各市町等と連携し、特定のエリアやテーマを設定し
た特別企画等を展開することで、観光誘客を促進し、地域
での消費を喚起する。これにより、物価高騰の影響を受け
る観光関連事業者の売上回復を図り、地域経済の活性化
と事業者支援につなげる。
②（公社）びわこビジターズビューローへの補助
③事業費：6,600千円×7企画=46,200千円　その他事務費
等：2,300千円
④（公社）びわこビジターズビューロー（観光関連事業者）

R7.4 R8.3
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③消費下支え等を
通じた生活者支援

LPガス料金負担軽減支援事業（R7予
備費分）

①国の総合経済対策において激変緩和措置の対象となっ
ていないLPガスを利用する県内の一般消費者等を支援
し、エネルギー価格高騰に伴う負担の軽減を図る。
②支援金原資、事務費
③支援金： 435,000千円
　事務費： 61,870千円
④県内でLPガスを利用する一般消費者等

R7.7 R8.3
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⑤医療・介護・保育
施設、学校施設、公
衆浴場等に対する
物価高騰対策支援

物価高騰対策事業（医療機関）

①原油価格・物価高騰に伴い、光熱費の負担が大きい特
別高圧電力を利用する医療機関に対して、支援金を支給
することにより、医療機関の安定運営を図る。
②電気代や燃料費等のかかり増し経費
③7月,9月：395.9万kWh/月×1 円/kWh×2か月＝7,918千
円
　 8月　　：407.1万kWh/月×1.2円/kWh×1か月＝4,885千
円
　１月,2月：327万kWh/月×2.3円/kWh×2か月＝15,042千
円
　３月　　 ：327万kWh/月×0.8円/kWh×1か月＝ 2,616千
円
　   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計 30,461千
円
④公定価格で運営しており、かつ特別高圧電力で契約して
いる医療機関

R7.7 R8.3
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⑦中小企業等に対
するエネルギー価格
高騰対策支援

物価高騰対応 特別高圧電力料金負
担軽減支援事業（R7予備費分）

①特別高圧電力を利用する県内の中小企業等を支援し、エネル
ギー価格高騰に伴う負担の軽減を図る。
②支援金原資、事務局運営委託料
③委託料：13,617千円
　支援金：92,941千円
　【積算：第1弾（R5.7～9月分）実績等をもとに積算】
　1か月あたりの申請者数×平均電力使用量×単価＝支援金額
　（直接受電）7月：30者×972,541(kWh/月)×1.0円＝29,176千円
　　　　　　　8月：30者×882,759(kWh/月)×1.2円＝31,780千円
　　　　　　　9月：30者×957,773(kWh/月)×1.0円＝28,733千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　89,689千円

　（間接受電）7月：170者×5,936(kWh/月)×1.0円＝1,009千円
　　　　　　　8月：170者×6,175(kWh/月)×1.2円＝1,260千円
　　　　　　　9月：170者×5,783(kWh/月)×1.0円＝983千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,252千円
 ※うち、実績額（82,479千円）に交付金を充当し、不用額は減額済
④県内で特別高圧電力を使用する中小企業・小規模事業者
　※特別高圧電力を一括受電している施設に入居するテナント(中
小企業)も対象に含む。

R7.9 R7.12
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⑤医療・介護・保育
施設、学校施設、公
衆浴場等に対する
物価高騰対策支援

物価高騰対策事業（医療機関等）

①物価高騰に伴い、食材料費や診療材料費等の負担が
増えた医療機関等に支援金を交付することにより、医療機
関等の安定運営を図る。
②支援金原資、事務局運営委託料
③病院：18千円×許可病床数（13,715床）＝   246,870千円
　　有床診療所：18千円×許可病床数（391床）＝7,038千
円
　　無床診療所：30千円（定額）×1,712施設＝  50,520千円
　　助産所、施術所、歯科技工所：
　　                        　100千円×1,927施設＝192,700千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小計497,128千円
　　委託料：33,340千円
④公定価格で運営している医療機関等

R8.1 R8.3
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⑤医療・介護・保育
施設、学校施設、公
衆浴場等に対する
物価高騰対策支援

物価高騰対策事業（介護サービス）

①食材費高騰のなか、これまでどおりの栄養バランスや量
を保った食事提供を維持するために負担が増えた介護
サービス事業者に支援金を支給することにより、サービス
の安定運営を図る。
②報償費
③【積算】介護保険施設における特定基準費用額（食費）
1,445円に令和６年４月以降の消費者物価指数（食料）上
昇率（7.5％）を乗じ、さらに定員数（補足給付対象者）・日
数を乗じた金額の１/2を支給する。
・1,445円/日　×　0.075　≒108円（１日あたり（３食分））
・9,137人　×　108円　×　365日　×　1/2　≒　180,110千
円
④短期入所生活介護(予防含)123件・短期入所療養介護
(予防含)35件・介護老人福祉施設100件・介護老人保健施
設31件・地域密着型介護老人福祉施設38件・介護医療院
4件・養護老人ホーム7件・軽費老人ホーム20件　計358件

R7.11 R8.3
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⑤医療・介護・保育
施設、学校施設、公
衆浴場等に対する
物価高騰対策支援

物価高騰対策事業（障害福祉サービ
ス）

①食材費高騰のなか、これまでどおりの栄養バランスや量を保った食事提
供を維持するために負担が増えた障害者支援施設および障害児入所施設
に支援金を支給することにより、サービスの安定運営を図る。
②報償費
③【積算】障害児者入所施設における特定基準費用額（食費）1,445円に令
和６年４月以降の消費者物価指数（食料）上昇率（7.5％）を乗じ、さらに定員
数（1,405人）・日数を乗じた金額を支給する。
・1,445円/日　×　0.075　＝108.375円　≒108円（１日あたり（３食分））
・施設毎の支援金の金額は以下のとおり
（障害者支援施設）
　831人　×　108円　×　365日　≒　32,747千円　Ａ
（療養介護）
　330人　×　108円　×　365日　≒　13,007千円　Ｂ
（福祉型障害児入所支援）
　17人　×　108円　×　365日　≒　　670千円　Ｃ
（合計）
　Ａ　＋　Ｂ　＋　Ｃ　＝　46,424千円
④障害者総合支援法による施設入所支援および療養介護
　児童福祉法による福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設およ
び指定発達支援医療機関

R7.11 R8.3
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⑤医療・介護・保育
施設、学校施設、公
衆浴場等に対する
物価高騰対策支援

物価高騰対策事業（薬局）

①物価高騰に伴い、資材費等の負担が増えた薬局に支援
金を交付することにより、薬局の安定運営を図る。
②支援金原資、事務局運営委託料
③薬局：50千円×688施設＝34,400 千円
　 委託料：6,060千円
④薬局

R8.1 R8.3
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⑥農林水産業にお
ける物価高騰対策
支援

近江牛飼育素牛導入緊急支援事業

①肥育素牛価格の高騰に伴う畜産農家の負担軽減
②近江牛の肥育素牛導入価格と全国家畜市場における
子牛取引価格の差額　（定額）
③見込み頭数4,915頭×補助単価11,000円/頭+事務経費
69,300円
　＝54,135千円
④県内の近江牛肥育農家

R7.11 R8.3
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⑪推奨事業メニュー
例よりも更に効果が
あると判断する地方
単独事業

物価高騰対策事業（琵琶湖流域下水
道事業会計）

①原油価格・物価高騰等に伴い、電気、都市ガスの光熱
費および薬品費の負担が大きい流域下水道事業に対し
て、支援金を支給することにより、流域下水道事業の安定
運営を図る。
②電気代、都市ガス代および薬品費のかかり増し経費
③電気料金、都市ガス料金、薬品代金に係る令和7年度と
令和3年度の単価差額×令和7年度使用量
電気料金：375,876千円
都市ガス料金：152,019千円
薬品代金：224,228千円
④琵琶湖流域下水道事業

R7.4 R8.3

36

⑦医療・介護・保育
施設、学校施設、公
衆浴場等に対する
物価高騰対策支援

救護施設物価高騰対策事業

①物価高騰により施設運営に影響を受けている県所管の
救護施設に対し、物価高騰対応支援事業を実施すること
により、救護施設の運営支援を行う。
②給食費
③【積算】令和６年度決算額：28,765,278円×2.5％(R7.4以
降の物価高騰率)＝719,132円
719,132円÷80人÷12カ月　≒　利用者１人一月あたりの
単価750円
750×80人×12カ月　＝　720,000円
④救護施設ひのたに園

R8.2 R8.3
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⑪推奨事業メニュー
例よりも更に効果が
あると判断する地方
単独事業

原油価格・物価高騰対策事業（企業
庁_水道用水供給事業）

①物価高騰対策として、広域に水道用水を共有している滋
賀県企業庁に対し価格高騰分を支援する。
②浄水処理やポンプ送水等に係る動力費、薬品費のかか
り増し経費
③動力費単価のR7見込みとR3実績との差 7.3円/KWh×
R7電力使用量見込量29,976,920KWh≒　218,832千円
　薬品費単価のR7見込みとR3実績との差 50.2円/kg×R7
薬品使用見込量2,478,334kg≒ 124,412千円
　動力費+薬品費＝343,244千円
④滋賀県企業庁（水道水の供給先の10市町）

R7.4 R8.3

38

⑪推奨事業メニュー
例よりも更に効果が
あると判断する地方
単独事業

原油価格・物価高騰対策事業（企業
庁_工業用水道事業）

①物価高騰対策として、企業インフラである工業用水道事
業を行う滋賀県企業庁に対し価格高騰分を支援する。
②浄水処理やポンプ送水等に係る動力費、薬品費のかか
り増し経費
③（彦根工水）
　動力費単価のR7見込みとR3実績との差 4.2円/KWh×R7
電力使用量見込量1,957,357KWh≒　8,221千円
（南部工水）
　動力費単価のR7見込みとR3実績との差 7.4円/KWh×R7
電力使用量見込量7,517,522KWh≒　55,630千円
　薬品費単価のR7見込みとR3実績との差 19.9円/kg×R7
薬品使用見込量254,241kg≒ 5,060千円
（彦根と南部合算）動力費+薬品費＝68,911千円
④滋賀県企業庁（工業用水の受水企業58社）

R7.4 R8.3
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⑩地域公共交通・物
流や地域観光業等
に対する支援

観光誘客臨時対策事業

①地域と連携した観光特別企画の実施や旅行事業者の旅行商品等の造成を支援するこ
とで、国内外からの来訪者を増やし、観光消費の拡大を図る。これにより、物価高騰の影
響を受けている観光関連事業者の売上回復につなげ、事業者を支援し、地域経済の活
性化を図る。
②（公社）びわこビジターズビューローへの補助（地域と連携した観光特別企画の実施や
旅行事業者の旅行商品等の造成を支援するための経費に対する補助）
③補助金：212,500千円
【内訳】特別企画の実施：48,500千円　6,600千円×7企画=46,200千円、その他営業管理
費等：2,300千円
旅行商品造成支援：69,500千円　日帰りバス助成25千円×1,300台=32,500千円、宿泊バ
ス助成：50千円×110台=5,500千円、湖上観光助成：1.5千円×13,000人=19,500千円、事
務費：12,000千円
インバウンド誘客：94,500千円　クーポン2.5千円×5,400人=13,500千円、商品造成助成：
2.5千円×12,000人=30,000千円、追加商品造成助成（2泊）：70千円×300組=21,000千
円、商品造成助成（3泊）：100千円×100組=10,000千円、事務費：20,000千円
④（公社）びわこビジターズビューロー（観光関連事業者）

※本事業はR7からR8の２か年にわたり、実施する。
○R7執行予定分：2,500千円（R8.4からの支援に向けた準備に要する経費）
（積算内訳）
・滋賀魅力体験ツアー支援事業：1,000千円
　全体企画調整費：700千円、システム構築費：300千円
・「そこ滋賀」インバウンド誘客活性化事業：1,000千円
　全体企画調整費：500千円、システム構築費：500千円
・インバウンド誘客活性化事業：500千円
　全体企画調整費：250千円、システム構築費：250千円
○R8執行予定分：210,000千円

R7.12 R8.3
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⑨中小企業等に対
するエネルギー価格
高騰対策支援

近江の地酒緊急支援事業

①酒米の急激な価格高騰に対応するため、酒蔵に対し県産原料米の価格上昇分に対す
る支援を行うとともに、酒蔵の主体的な取組への支援策として販売促進に係る事業への
支援、また酒蔵周遊企画を実施し近江の地酒の需要を促進する。
②滋賀県酒造組合、（公社）びわこビジターズビューロー（酒蔵周遊企画実施するための
経費に対する補助）への補助
③・酒蔵に対する酒米価格高騰緊急支援事業費150,921千円（県産原料米（酒造好適
米、加工用米、一般米）の対前年（令和６年度）産からの価格上昇分の２分の１を助成）
・滋賀県産米需要促進事業費10,000千円（各蔵の滋賀県産米を活用した地酒の販売促
進に係る経費の助成、補助率3分の2、上限500千円）
・近江の地酒活性化事業費10,000千円（酒蔵周遊企画）
・事務経費8,680千円
④滋賀県酒造組合（県内の清酒製造事業者（酒蔵）32蔵）、（公社）びわこビジターズ
ビューロー（県内の清酒製造事業者（酒蔵）32蔵）

※本事業はR7からR8の２か年にわたり、実施する。
○R7執行予定分：2,000千円（近江の地酒活性化事業の酒蔵周遊企画の準備に要する
経費）
（積算内訳）
　全体企画調整費：187千円、　ラリー帳制作費（企画・ディレクション費）：170千円、ラリー
帳制作費（取材費）：1,643千円
○R8執行予定分：177,601千円

R7.12 R8.3
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⑥中小企業・小規模
事業者の賃上げ環
境整備

物価高騰対応　滋賀県業務改善・賃
上げ支援事業

①物価高騰によるコストの増加により、中小企業での賃上げの継
続に負担感が強まる中、国の総合経済対策において、中小企業・
小規模事業者の賃上げ環境の整備を支援する施策として掲げら
れている国の「業務改善助成金」に呼応し、事業場規模30人未満
の事業者を対象に上乗せ支援を行うことで、小規模の中小企業等
の最低賃金引上げを重点的に支援する。
②需用費：200千円
③リーフレット作成　　22円×6,000枚＝132千円
　ポスター作成     265円×255枚＝68千円
④(1)滋賀県内に事業場があること
　 (2)事業場規模30人未満の事業者
 　(3)国助成金について、対象期間以降に滋賀労働局に交付申請
を行い、対象期間までに国助成金の交付額確定の通知を受けて
いる事業者

※総事業費のうち次の経費は繰越を行い、令和７年度から令和８
年度に事業を継続する。
・補助金：59,400千円
（積算）補助金：220千円×270件＝59,400千円

R8.3 R8.3
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⑦医療・介護・保育
施設、学校施設、公
衆浴場等に対する
物価高騰対策支援

認可外保育施設への運営継続支援
事業

①物価高騰の影響を受けている認可外保育施設に対して
支援金を支給することにより、施設の安定的な運営を図
る。
②認可外保育施設への支援金
③居宅訪問型保育事業以外　50千円×　105施設　＝
5,250千円
居宅訪問型保育事業　　　25千円×　 28施設　　＝700千
円　　　　合計：5,950千円
④県内の認可外保育施設

R8.1 R8.3
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⑦医療・介護・保育
施設、学校施設、公
衆浴場等に対する
物価高騰対策支援

食料品価格高騰対策事業（児童養護
施設等）

①児童養護施設等の安定した運営を図り、当該児童等の
健全な育成に寄与することを目的に、児童養護施設等の
入所児童等の食料品物価高騰分の経費を支援金として交
付する。
②扶助費
③一人当たりの保護単価20千円×対象児童等330名＝
6,600千円
④児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設、児童自立
生活援助事業所、ファミリーホーム、里親

R7.12 R8.3
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⑨推奨事業メニュー
例よりも更に効果が
あると判断する地方
単独事業

県立施設等物価高騰対策事業（R6補
正分）

①物価高騰対策として、県有の直接住民の用に供する県
立施設、指定管理施設、および物価高騰の負担が大きい
流域下水道事業などにおける光熱費等に対して高騰分を
支援し、経営の安定化を図る。
②需用費、光熱費、委託料、材料費、燃料費、動力費、薬
品費、人件費（会計年度任用職員や委託先人件費高騰分
など）
③県立施設：1,135千円
④各県有施設、県立大学、指定管理施設、県立病院、滋
賀県企業庁、琵琶湖流域下水道事業

R7.4 R8.3
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⑨推奨事業メニュー
例よりも更に効果が
あると判断する地方
単独事業

県立施設等物価高騰対策事業（R７
予備費分）

①物価高騰対策として、県有の直接住民の用に供する県
立施設、指定管理施設、および物価高騰の負担が大きい
流域下水道事業などにおける光熱費等に対して高騰分を
支援し、経営の安定化を図る。
②需用費、光熱費、委託料、材料費、燃料費、動力費、薬
品費、人件費（会計年度任用職員や委託先人件費高騰分
など）
③県立施設：1,135千円
④各県有施設、県立大学、指定管理施設、県立病院、滋
賀県企業庁、琵琶湖流域下水道事業

R7.4 R8.3
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⑪推奨事業メニュー
例よりも更に効果が
あると判断する地方
単独事業

県立施設等物価高騰対策事業（R7補
正分）

①物価高騰対策として、県有の直接住民の用に供する県
立施設、指定管理施設、および物価高騰の負担が大きい
流域下水道事業などにおける光熱費等に対して高騰分を
支援し、経営の安定化を図る。
②需用費、光熱費、委託料、材料費、燃料費、動力費、薬
品費、人件費（会計年度任用職員や委託先人件費高騰分
など）
③県立施設：105,315千円、指定管理施設：180,354千円、
県立病院：24,082千円
④各県有施設、県立大学、指定管理施設、県立病院、滋
賀県企業庁、琵琶湖流域下水道事業

R7.4 R8.3


